
【報告事項】

「市内小中学校の学級数・規模等の現状」

及び「学区外就学の制限状況」について

資料６



市内小中学校の学級数・規模等の現状等

小規模校 適正規模 大規模校

小学校 11学級以下 12～24学級(各学年2～4学級) 25学級以上

中学校 11学級以下 12～24学級(各学年4～8学級) 25学級以上

◉ 学校適正規模（「柏市立小学校及び中学校の適正配置に関する基本方針」より）

9,580 9,792 9,939 9,985 10,023 10,022 10,045 9,998 9,879 9,857 9,968

21,906 21,940 21,463 21,443 21,415 21,525 21,714 21,935 22,007 22,116 21,968
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【柏市の児童生徒数の推移】
全体としては「小学校児童数」も「中学校生徒数」も横ばい傾向
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H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

学校数 割合 学校数 割合 学校数 割合 学校数 割合 学校数 割合 学校数 割合 学校数 割合 学校数 割合 学校数 割合 学校数 割合

小規模校 7 17% 9 21% 8 19% 8 19% 6 14% 8 19% 8 19% 7 17% 7 17% 7 17%

適正規模 28 68% 29 69% 32 76% 31 74% 33 79% 30 71% 30 71% 30 71% 31 74% 29 69%

大規模校 6 15% 4 10% 2 5% 3 7% 3 7% 4 10% 4 10% 5 12% 4 10% 6 14%

計 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42

市内小中学校の学級数・規模等の現状等

【小学校の適正規模校の推移】

小学校のおよそ７割が適正規模校

【中学校の適正規模校の推移】

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

学校数 割合 学校数 割合 学校数 割合 学校数 割合 学校数 割合 学校数 割合 学校数 割合 学校数 割合 学校数 割合 学校数 割合

小規模校 5 25% 5 25% 4 20% 4 20% 4 20% 4 20% 4 20% 5 24% 4 19% 4 19%

適正規模 15 75% 15 75% 16 80% 16 80% 16 80% 16 80% 16 80% 16 76% 17 81% 17 81%

大規模校 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

計 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21

中学校のおよそ８割が適正規模校
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(1) 柏駅周辺（柏第三小学校，柏第五小学校）

(2) 南柏駅周辺（光ヶ丘小学校）

(3) 柏の葉キャンパス駅周辺（柏の葉小学校）

(4) 柏たなか駅周辺（田中小学校）

(5)手賀の杜地区（風早北部小学校）

「学校の新設」「校舎の増築」「学区外就学の受入れ制限」等により，
一時的な教室不足に対応し，学校規模の適正化を推進

小規模校（11学級以下）の状況

(1) 手賀地域（手賀西小学校，手賀東小学校）

(2) 富勢地域（富勢西小学校，富勢東小学校）

(3) 酒井根地域（酒井根西小学校）

(4) たなか地域（田中北小学校）

(5) 大津ヶ丘地域（大津第二小学校）

市内小中学校の学級数・規模等の現状等

小学校 中学校 なし

大規模校（24学級以上）の状況

小学校 中学校 (1) 風早地域（風早中学校）

(2) 土地域（土中学校）

(3) 柏の葉地域（柏の葉中学校）

※ H30開校

(4) 手賀地域（手賀中学校）

※ 小規模特認校
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学区外就学の制限状況

学校教育法施行令（第５条第２項）

市町村の教育委員会は，当該市町村の設置する小学校及び義務教育学校の数の合計数が２以上である場合又
は当該市町村の設置する中学校及び義務教育学校の数の合計数が２以上である場合においては，（～中略～）
就学予定者の就学すべき小学校，中学校又は義務教育学校を指定しなければならない。

通学区域制度の弾力的運用について(H9.1.27通知)のポイント

・通学区域制度の運用にあたっては，市教育委員会の学校指定の権限は維持しつつ，地域の実情に即し，
保護者の意向に十分配慮した多様な工夫を行うこと。

・学校指定の変更や区域外就学については，地理的な理由や身体的な理由，いじめの対応理由とする場合
の外，児童生徒等の具体的な事情に即して相当と認めるときは，保護者の申立により認めることができる
こと。

１ 指定校制度と弾力的運用
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２ 柏市の通学区域制度の概要

(1) 柏市立小学校及び中学校通学区域規則

・各小中学校の通学区域を住所地で指定
・指定学校を変更する場合における必要な手続きに
ついて規定

(2) 柏市立小学校及び中学校指定学校変更事務取扱要領

・指定学校を変更することに関し必要な事項を規定
・全小中学校を次の３つのカテゴリーに区分
①要件制限校（※赤校）・・・・・・・・・・・・【小学校】11校/42校 【中学校】 3校/21校

限られた要件に該当する場合にのみ就学を認める学校

②人数制限校（※黄校，抽選校）・・・・・・・・【小学校】11校/42校 【中学校】 3校/21校
受入可能な人数をあらかじめ設ける学校

③通常校（※白校）・・・・・・・・・・・・・・【小学校】20校/42校 【中学校】15校/21校
①及び②以外の学校 ５



Ｒ３ 要件制限校

【小学校：１１校】 ①柏一小 ②柏二小 ③柏三小 ④旭東小 ⑤豊小 ⑥田中小 ⑦田中北小 ⑧風早北部小

⑨高柳小 ⑩高柳西小 ⑪柏の葉小

【中学校： ３校】 ①柏二中 ②高柳中 ③柏の葉中

Ｒ３ 人数制限校（抽選校）

【小学校：１１校】 ①十余二小 ②柏四小 ③柏五小 ④柏六小 ⑤柏七小 ⑥旭小 ⑦光ヶ丘小 ⑧酒井根東小

⑨富勢小 ⑩松葉一小 ⑪松葉二小

【中学校： ３校】 ①柏中 ②柏五中 ③豊四季中

(3) 学区外申請の主な理由

① 転居後も引き続き在籍校に通学することを希望するとき （35.8％）
② 通学上の安全等に配慮する必要があるとき （17.6％）
③ 兄姉又は弟妹が学区外就学許可を受け在籍している場合に， （17.8％）

弟妹又は兄姉も同じ学校に就学を希望するとき
④ その他（いじめ，不登校等教育的配慮によるもの他） （28.8％）

(4) 学区外申請数

小中あわせて1,095件/年 （※うち，新小学１年生が約331件＋新中学1年生が327件）

※学区外の在籍児童数・・・【小学校】2,201人/21,969人 【中学校】1,017人/9,968人

（10.0％） （10.2％）
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R3 学区外就学制限状況
（小学校）

⇒ 要件制限校
⇒ 人数制限校
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R3 学区外就学制限状況
（中学校）

⇒ 要件制限校
⇒ 人数制限校
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通学区域設定までの本審議会開催スケジュール

❖ 日程の詳細につきましては，会長と調整の上，あらためて皆様に

御案内させていただきます。

回 開催時期 会議の内容（予定）

第１回 令和2年7月8日

➀ 会長・副会長選任

② 新設小学校整備の概要，通学区域案を説明

③ 柏駅周辺マンションの通学区域戻し（報告）

④ 質疑応答

第２回 令和2年10月14日

➀ 柏北部東地区の現況【映像による説明】

② 保護者，地域住民からの意見報告と対応方針

③ 新設小学校の整備概要について

④ 市内小中学校の学級数・規模等の現状等（報告）

⑤ 質疑応答

第３回
令和2年12月下旬

～令和3年1月中旬

➀ 通学区域案，付随する課題について意見交換

② 答申案について説明

③ 質疑応答

第４回
令和3年2月中旬

～2月下旬

➀ 諮問に対する答申

② その他意見交換
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